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◦詳しい内容は直接お問い合わせください。
◦記事中の記号は次のとおりです。
　問：お問い合わせ先　☎：電話　℻：ファックス　E：メールアドレス
　　：ホームページ　　：お申し込み先　　：フェイスブック

○人口：5,216人（-13人）
　【内外国人：200人】
○男♂：2,444人（-4人）
　【内外国人：25人】
○女♀：2,772人（-9人）
　【内外国人：175人】
○世帯：2,480戸（-8戸）
     【内外国人：185戸】
※（　）内数字は前月比

人
の
う
ご
き
　
11
月
末

◆
町
立
佐
呂
間
児
童
館
厚
生
員

募
集
人
員
：
１
名

資
　
　
格
：
40
歳
未
満
の
保
育
士
ま
た
は

　
　
　
　
　

幼
稚
園
教
諭
の
資
格

採
用
条
件
：
町
内
に
在
住
し
施
設
ま
で
通

　
　
　
　
　

勤
が
可
能
な
方

採
用
予
定
：
４
月
１
日

申
込
期
限
：
２
月
８
日

提
出
書
類
：
履
歴
書
、
資
格
を
証
明
す
る

　
　
　
　
　

書
類
の
写
し（
各
１
通
）

◆
町
立
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
介
護
職
員

業
務
内
容
：
介
護
業
務
全
般

勤
務
時
間
：
シ
フ
ト
制（
夜
勤
あ
り
）

資
　
　
格
：
介
護
福
祉
士
等
の
資
格

※
資
格
の
な
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　

さ
い
。

採
用
条
件
：
施
設
ま
で
通
勤
が
可
能
な
方

※
町
外
在
住
者
可

申
込
期
限
：
随
時
受
付

　

・
問
総
務
課
総
務
係（
両
募
集
共
通
）

☎
２
・
１
２
１
１

嘱
託
職
員
の
募
集

自衛官候補生　１８歳以上３３歳未満の方
　試験日程：１月２０日（日）・２１日（月）
　　　　　　いずれか１日
　試験会場：旭川駐屯地または
　　　　　　旭川地方協力本部
　募集締切：試験日の１週間前まで
　入隊時期：３下旬～４月上旬

　陸上自衛隊
高等工学科生　１５歳以上１７歳未満の方
　試験日程：１月１９日（土）
　試験会場：遠軽町福祉センター
　募集締切：１月７日（月）
　入隊時期：４月上旬

問自衛隊旭川地方協力本部遠軽地域事務所
　（遠軽町岩見通南３丁目）
☎０１５８・４２・６６１６

団　　　地 居住階 間取り 戸 数 家　賃

西富
１階 ３LDK ３戸 15,200円～

２階 ３LDK ３戸 15,200円～

宮前 １階 ２LDK ３戸 20,500円～

栄 １階 ３LDK ２戸 15,300円～

若佐第２ ２階 ３LDK １戸 15,700円～
浜佐呂間第３ １階 ３LDK １戸 16,100円～

若佐第１

平屋

３DK １戸 8,800円～

浜佐呂間
第２

２DK １戸 5,600円～

３DK ３戸 6,500円～

若里 ３DK ２戸 9,200円～

緑園 ３DK ６戸 7,600円～

◆中堅所得者向け住宅

団　　　地 居住階 間取り 戸 数 家　賃
宮前 １階 ２LDK １戸 40,700円～

　１２月１７日現在の町営住宅の空き状況をお知ら
せします。入居申込など詳しい内容は、お問い合わ
せください。問建設課管理係　☎２・１２１０

町営住宅の空き状況
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◆
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

　
　
　
　

出
せ
な
い
粗
大
ご
み

▽
ご
み
分
別
の
手
引
き
で
町
が
処
理
で
き

　

な
い
と
し
て
い
る
も
の

▽
長
さ
が
2.5
ｍ
を
超
え
る
も
の

▽
重
さ
が
60　
kg
を
超
え
る
も
の

▽
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
対
象
機
器

　

テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
、
洗
濯
機
、

　

衣
類
乾
燥
機
、
エ
ア
コ
ン
、
パ
ソ
コ
ン

▽
産
業
廃
棄
物
に
該
当
す
る
も
の

◆
お
願
い

　

粗
大
ご
み
は
一
般
の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
出
す
た
め
、 

必
ず
収
集
日
に
朝
８
時

ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
粗
大
ご
み
を

出
す
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
町
内
会
や
自
治

会
で
決
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
使
用
し
て

く
だ
さ
い
。

問
町
民
課
生
活
環
境
係

☎
２
・
１
２
１
３

　

粗
大
ご
み
は
決
め
ら
れ
た
収
集
日
に
ゴ

ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

各
地
区
の
収
集
日
は
左
記
の
通
り
で
す
。

◆
粗
大
ご
み
の
出
し
方

　

粗
大
ご
み
の
処
理
は
有
料
で
す
。
必
ず

粗
大
ご
み
シ
ー
ル
を
購
入
の
上
、
粗
大
ご

み
に
貼
っ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。
粗
大
ご

み
シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
て
い
な
い
も
の
は
回

収
で
き
ま
せ
ん
。

※
粗
大
ご
み
シ
ー
ル
は
、
有
料
ご
み
袋
を

　

販
売
し
て
い
る
町
内
の
お
店
で
購
入
で

　

き
ま
す
。

１
月
は「
粗
大
ご
み
」収
集
月
で
す

収集日 地区名

１２日（土）
知来・仁倉・浪速

幌岩・浜佐呂間

１５日（水） 若佐地区・若里

１６日（木） 栄地区・富武士

１９日（土） 宮前町・永代町・幸町

２９日（火） 西富・北・東

粗大ごみ処理料金
　１辺の長さ 価格

１ｍ未満

２００円

１ｍ以上２.５ｍ未満

４００円

年始のごみ収集日等について

燃やすごみ・燃やさないごみの収集日
収 集 地 区 分 別 区 分 収 集 日
栄・若佐地区
富武士、若里

燃やすごみ ７・９日
燃やさないごみ ８日

若佐市街
燃やすごみ ７・９・１２日

燃やさないごみ ８日
佐呂間市街
西富、北、東

燃やすごみ ８・１２・１５日
燃やさないごみ １１日

知来、仁倉
浜佐呂間、浪速、幌岩

燃やすごみ ７・１０日
燃やさないごみ ９日

空き缶類・ペットボトル・紙パック・新聞・雑誌・本類の収集日
上地区 中地区 下地区
７日 １０日 １１日

ごみ収集および知来最終処分場の休業期間：１月５日まで

問町民課生活環境係　☎２・１２１３
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日　　　程 受　付　時　間 会　　　場
１月１８日（金） ６時００分～９時３０分 浜佐呂間活性化センター
１月１９日（土） 佐呂間町民センター

問北海道後期高齢者医療広域連合　☎０１１・２９０・５６０１
　・問町民課医療保険係　☎２ ･ １２１３

～高額介護合算療養費および医療費通知について～
後期高齢者医療制度のお知らせ

※１

※２

　医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
　同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計
が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。
なお、手続きには町民課介護保険係への申請が必要となります。
※後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は対象外となります。
※支給額が５００円以下の場合は支給されません

高額介護合算療養費について

負担割合 区　　　　　　分 自己負担額の限度額

３割
現役並み

所得者

課税所得　６９０万円以上 ２１２万円
　　〃　 　３８０万円以上 １４１万円
　　〃　 　１４５万円以上 　６７万円

１割
一　　　般 　５６万円

住民税
非課税世帯

区分Ⅱ 　３１万円
区分Ⅰ 　１９万円

※１　区分Ⅰに該当しない方。
※２　世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円以下）、または老
　　　齢福祉年金を受給している方。

医療費通知を全受診者へ送付しています
　北海道後期高齢者広域連合では被保険者の皆様の医療費総額などについてお知らせする「医療
費通知」を、対象期間に医療機関等を受診した全ての被保険者のみなさまへ送付しています。

受診年月 診療を受けた医療機関 診療区分 日数 医療費の総額 自己負担額
食事療養・生活療養費
回数 費用額 標準負担額

30年 1月 ○○病院 医科外来 1 18,000 1,800
30年 2月 ××薬局 調剤 1 10,000 1,000
30年 3月 △△病院 医科入院 5 202,000 20,200 15 11,490 5,400

合計 230,000 23,000 11,490 5,400

※この通知はみなさまの受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではありません。　
※この通知は医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。医療費
　控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。　

◆医療費通知を活用しましょう！

・医療費の推移が一目でわかるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
・健康診査など、みなさまの健康保持・増進に役立つ情報が記載されています。
・診療日数等に間違いがないかを確認しましょう。

※１

※２
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新成人のみなさん、国民年金加入をお忘れなく

北見年金事務所　　☎０１５７・３３・６００７（自動応答で１→２を選択）
問町民課戸籍年金係　☎２・１２１３　

◆将来の大きな支えになります
　　国民年金は２０歳から６０歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。
　　国が責任をもって運営するため安定していますし、年金の給付は生涯にわたり保障されます。
◆老後のためだけのものではありません
　　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害年金や遺族年金もあります。障害年金
　は、病気や事故で障害が残った時に受け取れます。また、遺族年金は、加入者が死亡した場合、
　その加入者により生計を維持されていた遺族が受け取れます。

国民年金のポイント

◆学生納付特例制度
　　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料
　の納付が猶予される制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定する各種学校または一部
　の海外大学の日本分校に在学する方です。
◆納付猶予制度
　　学生以外の５０歳未満の方で、ご本人と配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険
　料の納付が猶予される制度です。※Ｈ２８. ６以前の期間は、３０歳未満であった期間が対象。

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」

◆
福
祉
事
業
基
金
と
し
て

　

北　
　

千
葉　

あ
つ
子　

さ
ん

　

転
出
に
際
し
、
福
祉
事
業
に
役
立
て
て

く
だ
さ
い
と
10
万
円
の
篤
志
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

本
町
の
福
祉
事
業
の
充
実
の
た
め
に
有

効
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

◆
社
会
福
祉
協
議
会
へ

▽
香
典
返
し
を
廃
し
て

　

富　
　

丘　
　

田
中　

義
雄　
　

さ
ん

　

浜
佐
呂
間　
　

富
田　

妙
子　
　

さ
ん

　

若　
　

里　
　

鈴
木　

ゑ
み
子　

さ
ん

　

遠
軽
町　
　

鈴
木　

幸
生　
　

さ
ん

　

幌　
　

岩　
　

田
口　

勘
一　
　

さ
ん

　

富
武
士　
　

佐
藤　

義
一　
　

さ
ん

　

富　
　

丘　
　

櫛
部　

三
知
夫　

さ
ん

　

西　
　

富　
　

伊
藤　

養
子　
　

さ
ん

◆
若
里
ひ
ま
わ
り
ク
ラ
ブ
へ

　

若　
　

里　
　

鈴
木　

ゑ
み
子　

さ
ん

　

町
で
は
、
心
豊
か
で
安
全
・
安
心
な
住

み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
指

針
と
な
る
第
５
期
佐
呂
間
町
総
合
計
画
を

策
定
す
る
に
あ
た
り「
佐
呂
間
町
民
意
向

調
査
」を
実
施
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
こ
れ
か
ら
策
定
す
る
新

し
い
総
合
計
画
の
た
め
、
み
な
さ
ま
の
ご

意
見
を
お
聞
か
せ
願
い
た
く
実
施
す
る
も

の
で
、
調
査
票
は
町
内
居
住
の
方
へ
本
広

報
と
併
せ
て
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

世
帯
で
追
加
を
希
望
す
る
方
や
、
自
治

会
へ
未
加
入
で
配
布
さ
れ
て
い
な
い
方
で

調
査
票
の
記
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
お
気

軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
企
画
財
政
課
計
画
係

☎
２
・
１
２
１
４

　
広
報
12
月
号
11
ペ
ー
ジ
の「
特
定
健
診
・

健
康
診
査
、
胃
・
肺
・
大
腸
が
ん
検
診
」

の
佐
呂
間
町
民
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
実
施

日
に
記
載
漏
れ
が
あ
り
ま
し
た
。
実
施
日

に
は
１
月
19
日（
土
）と
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
正
し
く
は
１
月
19
日（
土
）、
20
日

（
日
）、
２
日
間
で
の
実
施
と
な
り
ま
す
。

　

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

佐
呂
間
町
民
意
向
調
査
の
実
施

広
報
12
月
号
の
訂
正
に
つ
い
て
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問企画財政課町民税係　☎２ ･ １２１２
問北見税務署　☎０１５７・２３・７１５１

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力す
ることにより、所得税等および消費税等の確定申告書ならびに贈与税の申告書を作成できます。
また、スマホ専用画面も用意されていますので、ぜひご活用ください。
　なお、税務署で職員と対面による本人確認等の手続きを行えば、電子証明書がなくてもｅ - Ｔ
ａｘ（電子申告）で送信することができますので手続きを希望される方は、北見税務署へお問い合
わせください。

インターネットでも確定申告ができます！

　東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、２０３７年分まで、
復興特別所得税（原則として各年分の所得税額の２．１％）を所得税と併せて申告・納付すること
とされています。確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」の記載漏れがないように
ご注意ください。なお、還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」
の記載が必要となります。

復興特別所得税の記載漏れにご注意ください！

税の申告がまもなく始まります！
　町道民税・国民健康保険税の申告と所得税の確定申告を２月１８日から３月１５日まで受け付けま
す。例年申告期限間近になると大変混雑しますので、早めの申告をお願いします。

申告が必要な方【1月 1日現在で町内に居住し、次のいずれかに該当】
◆所得税の確定申告
　・所得の合計額が所得控除（基礎控除、配偶者控除、扶養控除など）を超える方
　・医療費や住宅ローン控除などの税額控除を受ける方
◆町道民税の申告（所得税の確定申告をした方は町道民税の申告は必要ありません）
　・給与を２か所以上から受けている方
　・給与以外に年金・不動産（地代、家賃など）・配当などの収入のあった方
　・公的年金受給者で社会保険や生命保険料控除などを受けようとする方
　・退職などで年末調整を受けていない方
　・会社から給与支払報告書が役場に届かない方（住民税を給料から天引きされない方）
　・生命保険の満期金など一時所得のある方

★申告に必要な書類等
・平成３０年中の収入がわかる書類（給与・年金の源泉徴収票、収入・経費のわかる帳簿など）
・所得控除の資料（社会・生命・地震保険料、医療費、寄附金などの領収・証明書、医療費通知書）
・障害者・療育手帳、障害者控除対象者認定書（本人または被扶養者が認定を受けている場合）
・マイナンバーのわかる書類
　○申告者本人：マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書の写し
　　　　　　　　身分証明書（運転免許証など）
　○扶養親族等：マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書の写し

・本人の口座番号のわかるもの（確定申告の場合のみ）
・印鑑
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除雪作業に関するお願いと
冬期間の注意事項について

問建設課管理係　☎２・１２１０

　降雪時に一刻も早く地域の交通を確保するためには、町民のみなさんのご協力が必要です。地
域の交通を早期に回復するため、次のことにご注意ください。▲

路上駐車はしない！
　放置車両があると、その箇所の除雪ができなくなったり、事故の原因になります。▲

路上や歩道に物を放置しない！
　道路に物があると雪に埋まり事故の原因になります。▲

歩道・車道に雪を出さない！
　「わだち」ができやすくなり交通の障害や事故の原因になります。▲

玄関前の雪は各家庭で対応を！
　道路へ出るまでの間口確保は各家庭でお願いします。▲

家庭での排雪のために雪捨て場を指定しましたのでご利用ください。

除雪作業に関するお願い

冬期間の注意事項について

▲
予報等で冷え込みが厳しく水道凍結の可能性がある場合は、就寝前や出掛ける前に、水抜きを

　し、水道管の凍結を予防しましょう。また、屋外の床下換気口の閉め忘れに注意してください。▲

天気の良い日は、屋根に積もった雪が一斉に落ちる可能性がありますので、なるべく屋根の下
　を歩かないようし、屋根または住宅周辺の積雪状況に十分注意を払いましょう。 ▲

屋根からの落雪やつららにより窓ガラスが破損する恐れがある場合は、ベランダ前に板を置く
　などして窓ガラスを防護したり、長く垂れ下がったつららを棒などでたたき落とすなどの予防
　をしましょう。その際はつららの落下により怪我をしないよう注意してください。

～住宅管理について～

～住宅通路および駐車スペースなどの除排雪について～

▲

近所の方々とのトラブルを防ぐため、駐車スペースなどの除排雪は、自分の敷地内だけで処理
　し、隣接する民有地への排雪は絶対にやめましょう。除雪機械を所有する知人あるいは業者に
　除排雪を依頼する場合も、同様に指示しましょう。

雪捨て場

道道１０３号
永代橋

下水
処理場

公営
住宅

雪捨て場

若佐
保育所

雪捨て場
佐
呂
間
大
橋佐呂間地区

若佐地区

浜佐呂間地区
国道３３３号

国
道
２
３
８
号

～除雪作業中の事故防止について～

▲

屋根の雪下ろしをする際は、はしごなどをしっかりと固定しましょう。作業は複数人で行い、
　必ず滑り止めや命綱を付け、屋根の下に通行人などがいないかをよく確認しましょう。▲

除雪機を使用する際は、必ず周囲の安全を確認し、機械に巻き込まれにくい服装で作業しましょ
　う。点検・機械のトラブル時の修理は必ずエンジンを停止してから行いましょう。
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Ｑ．暴風雪とは？
Ａ．雪を伴った強い風が吹く状況です。

　降っている雪と積もっている雪が風で巻き上げられるため、視界が真っ白になり大変危険です。暴風雪
は、発達した低気圧の通過や、強い冬型の気圧配置の時に発生しやすくなります。風は強いが晴れている
から大丈夫、と油断していたら、雪を伴って急に暴風雪に変わることがありますので、天気の急変には十
分な注意が必要です。

Ｑ．暴風雪の時に気をつけることは？
Ａ．吹きだまり、視界不良、停電などに注意が必要です。

◆吹きだまり
　車による走行が危険になり、２０cm ほどの積雪でも発進できなくなることがあります。
　車の排気口や、住宅のＦＦ式ストーブの給排気口がふさがれると、一酸化炭素中毒の危険性があります。
◆視界不良
　強風と雪で数メートル先も見えなくなることがあり、方向感覚を失って自分の位置が分からなくなるほ
か、強風の影響で歩くことも難しくなります。また、車からも歩行者が見えにくくなり、大変危険です。
◆停電
　雪の重みや強風などにより、電線が切れて停電が発生する場合があります。
　天気が回復するまで復旧作業を行うことができないため、停電が数日間続く場合があります。

Ｑ．暴風雪への対策は？
Ａ．気象情報に注意して、暴風雪のときは外出を控えてください。

　暴風雪による被害は、晴天から荒天に急変した時に多く発生しています。天気予報で「数年に一度の猛
吹雪」「外出は控えてください」などといった言葉が使われている場合は、無理な外出は控えてください。
家の中では、停電に備え懐中電灯、防寒着、ポータブルストーブ、飲料水、非常食などを準備しておきま
しょう。また、ＦＦ式ストーブを使用している場合は、給排気口が雪でふさがれないよう、こまめに確認
し、除雪してください。

Ｑ．急な用事でどうしても車で外出しなければならないときは？
Ａ．車が立ち往生してしまったときのことを想定して、準備をしてください。

　天気の急変により車が立ち往生する場合を想定して、防寒着、手袋、長靴、スコップ、毛布、けん引ロー
プ、飲料水、非常食などを十分に備え、車に燃料が入っていることを確認してください。
　もしも、暴風雪に遭遇し運転に危険を感じたら、道の駅やコンビニなどで天候の回復を待ちましょう。
　また、車が立ち往生してしまった場合は、排気ガスによる一酸化炭素中毒の危険性があるため、原則エ
ンジンを停止し、救助を求めてください。救助を待つ際は、防寒着や毛布などで体温低下を防いでください。

　災害時には、早期に情報を収集し、早めの避難行動をとることで被害を抑えることができます。町では
メール配信サービス「防災・安心メールさろま」により防災情報を配信しています。ぜひご登録ください。

◎空メール送信後、しばらくすると「仮登録完了」のメールが届きますので、本文に記載されているＵＲＬ
　にアクセスし手順に沿って登録してください。

【登録方法①】
下記アドレスに空メールを送信
bousai.saroma-town@v-vnet.jp

【登録方法②】
右記ＱＲコードを読み取り空メールを送信

に注意！！
これからの季節は


